春日市配食サービス事業委託事業者選考審査実施要項
１　趣旨

本要項は、春日市が実施する配食サービス事業の業務委託事業者の選定にあたり、必要な事項を定めるものである。

２　委託業務の概要

(1) 委託業務名　　春日市配食サービス事業運営業務（事業主体：春日市）

(2) 業務場所　　　春日市全域及び受託者調理場等

(3) 事業内容　    別紙「業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり。

(4) 委託業務期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

(5) 契約方法      単価契約

３　委託料（消費税及び地方消費税を含む）

  　食数単価（１食当たり）に実績（配達食数）を乗じた金額を支払う。なお、食数単価に利用者負担金（１食当たり４６５円）が含まれるものとする。

４　受託者の選定方法

本事業は、見積書及び受託申込書の公募によるプロポーザル方式により受託者を選定するものとする。

※受託条件を全て満たし、提出された書類に疑義がない事業者と契約を締結するため、複数の事業者が受託する可能性あり。　

５　受託者決定までの流れ

　①参加表明書の提出

　　　　↓

　②見積書及び受託申込書の提出

　　　　↓

　③書類審査

　　　　↓　

④結果通知

　　　↓

⑤受託者決定

６　参加資格等

（1）春日市内において宅配弁当サービスの実績がおおむね３年以上ある

※令和８年１月末現在

（2）福岡県内に事業所等を有し、春日市内全域に配達が可能である

（3）食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく飲食店の営業許可を受けている

（4）業務仕様書に記載された業務内容が履行できる

（5）次のいずれの項目にも該当しない

ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する　　

　者

イ　春日市から指名停止措置又は排除措置を受けている者

ウ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続き中である者

エ　市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納している者

オ　暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員である者

７　参加表明及び資格審査（受託候補者の選定）

本事業の参加を希望する者は、参加表明書及び資格審査書類を期日までに提出し、「６　参加資格等」に規定する参加資格を有する者として、市から参加資格有の通知を受けなければならない。

(1) 参加表明

　見積書及び受託申込書の提出に先立って、期日までに参加表明書（様式１）を提出すること。

　【受付期間】令和８年２月２日（月）～２月１３日（金）

　【提出方法】持参、郵便、電子メール

　　※郵便の場合は必着、持参の場合は祝日を除く月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時までに来庁すること

　【参加資格結果の通知】令和８年２月１８日（水）予定

　　

(2) 資格審査（受託候補者の選定）

　　参加資格結果の通知を受け取った日以降、下記期日までに必要書類を提出し、試食用の弁当を提供すること。

【提出期限】令和８年２月２７日（金）　午後５時（必着）

　　※試食用の弁当については、参加資格結果の通知を受け取った日から令和８年２月２７日（金）までに持参すること（祝日を除く月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時）。
【提出方法】持参、郵便、電子メール
（3）提出書類
①　受託申込書

②　見積書　※押印不要

　　任意様式での提出を可能とするが、下記内容を必ず記載すること。

　　・日付（作成日を記載）

　　・宛先（「春日市長」又は「春日市高齢課」）

　　・事業者名、代表者名及び所在地

　　・見積書作成者名及び連絡先

　　・受託事業名（「春日市配食サービス事業」と記載）

・見積金額（１食当たり●●●円）※税込金額を記載

③　営業経歴の確認ができる資料

事業実績がわかるもの（会社案内又はパンフレット等でも可）を提出すること。

　　④　登記事項証明書（商業登記簿謄本）　※法人のみ、写し可

　　　　発行日が令和７年１０月１日以降で、提出日現在の情報と相違ないものを提出すること。

　　⑤　フランチャイズ契約書の写し　※該当がある場合

　　⑥　食品衛生法に基づく飲食店営業許可書の写し等

　　⑦　提供する食事（弁当）の献立表、パンフレット等

⑧　滞納のない証明書（納税証明書）　※写し可

「市町村税を現在滞納していない証明書」（市町村によって、発行していない

場合は、最近２年分の納税証明書）及び「消費税及び地方消費税の滞納のない証明書」（納税証明書その３の１、３の２及び３の３のいずれでも可）を提出すること。納税義務のない者は、未納のない証明書を提出すること。
　　⑨　財政状況がわかるもの（直近の貸借対照表及び損益計算書等）

　　⑩　個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

　　　　ウェブサイトに掲載している場合は、該当のウェブページを印刷したもので可。

⑪　誓約書【個人用】（様式３－１）又は誓約書【法人用】（様式３－２）

⑫　代表者届出書（様式４－１）又は役員名簿（様式４－２）
（4）試食　※参加資格結果通知日の翌日以降
　　  令和８年２月２７日（金）までに試食用の弁当（３食分）を提供すること。任意の日に持参してよいが、必ず事前に連絡すること。
（5）資格審査結果の通知

資格審査結果は、令和８年３月１３日（金）（予定）までに全ての参加者に電子メール又は書面にて通知する。

８　審査基準等

　　次の項目に基づいて採点し、満点（６０点）の６０％以上の事業者を受託候補者とする。

(1) 事業運営能力（２０点）

事業運営方針、業務経歴、業務実績等

(2) 業務遂行能力（２５点）

人員体制、利用者対応、市との連携、サービス内容（配達日等）、個人情報保護方針等

(3) 見積額（１０点）

(4) 試食（５点）

９  質疑・回答

　　仕様書の内容等について、以下のとおり質疑を受け付ける。

【質疑申込締切日】令和８年２月６日（金）午後５時まで

【提出様式】質問書（様式５）

【提出方法】春日市地域共生部高齢課高齢者支援担当宛に電子メールにて提出すること。※メールの表題は「プロポーザル質問書」とし、必ず、電話で着信を確認すること。

【提出先】春日市地域共生部高齢課高齢者支援担当

メールアドレス　kourei@city.kasuga.fukuoka.jp

【回答方法】令和８年２月１０日（火）までに、市ウェブサイトに掲載する。

10  契約の締結

（1）仕様等の確定

市は、業務内容等について協議及び調整を行った上であらためて受託候補者から見積書を徴し、双方納得の上で、令和８年３月２５日（水）（予定）までに業務委託契約の締結を行う。

（2）契約保証金

単価契約のため、免除

11　審査等のスケジュール
(1) プロポーザル実施要項の公布　　　令和８年　２月　２日（月）

(2) 質問の提出締切                  令和８年　２月　６日（金）

(3) 質問の回答期限             　   令和８年　２月１０日（火）　　

(4) 参加表明書の提出期限            令和８年　２月１３日（金）

(5) 参加資格結果の通知              令和８年　２月１８日（水）※予定
(6) 資格審査書類の提出期限          令和８年　２月２７日（金）

(7) 資格審査結果の通知              令和８年　３月１３日（金）※予定

12　情報公開

　　参加者は、春日市情報公開条例に基づき、資格審査結果についての情報公開請求を行うことができる。参加者氏名、個人情報については非公開とする。ただし、情報公開請求を行うことができるのは、契約締結終了後とする。

13　その他

（1）選考審査は提出書類に基づいて行うが、追加資料の提出を求める場合には提出すること。

（2）書類提出に要する費用は、参加者の負担とする。

（3）提出された書類等は、本市において無断で二次的に使用しない。

（4）提出された書類等は、返却しない。

14　問合せ先

　　春日市　地域共生部　高齢課　高齢者支援担当（担当者：柳沢）

住所　〒816-8501　福岡県春日市原町３丁目１番地５　　

電話　０９２－５８４－１１１１　　

ファックス　０９２－５８４－３０９０　

メールアドレス　kourei@city.kasuga.fukuoka.jp
※この間に弁当の試食を実施。


詳細は「７（4）試食」参照。








